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武井弘一

Village Officers and Flood ControI in Early Modern Japan 

Koichi TAKEI 

要旨

近世に生きた村老たちの治水論に迫ることで、洪水・水害と村社会との関係のありょうを問う。

これが小稿の課題である。村老として注目したのは、加賀藩の篤農家・土屋又三郎と享保改革の

地方巧者・田中丘隅の二人である。新田開発が進む 17世紀には、河川流域にまで耕地が広がっ

ていなかった。したがって、川の氾濫は、ヒトへ与える危害が少ない洪水だ、った。一方、耕地の

開発がピークに達していた 18世紀前半には、河川の流域にまで村々は広がり、人々は水害に悩

まされ続けた。すなわち、新田開発は、近世日本を「水田リスク(人為型危険)社会Jに巻き込

んだといえよう。

キーワード:近世、村老、治水論、洪水、水害、村社会

はじめに

近世の村老たちは、治水をどう考えていたのか。

周知のとおり、近世は米を中心とした石高制の社会である。その米が収穫される、おもな耕地

が水田だ。水田と水とは、きっても切れない。水田に水を入れるため、 )11から用水路を引き、あ

るいは川の氾濫を防ぐなどの治水対策が、百姓だけではなく、領主にとっても重要な責務であっ

たことは、これまでの先行研究によって十分に論証されてきたらそれにもかかわらず、小稿で「村

老たちJの、しかも「治水論Jに注目するのはなぜか。

治水対策というのは、具体的には河川や用水路などの土木事業のことをさす。これまで先行研

究で明らかにされてきたのは、実は、国役普請などの制度面レベルが多かった。とりわけ、盲点

となっているのが思想レベルの問題で、なかでも小稿では、次の 2つの課題を重視したいえ

① 現場の担当者や民衆は、土木事業に対して、どのような認識を持っていたのか。

② 土木事業の多くは災害に対応したものであり、その災害の要因はどう認識されていたのか。

まず①に関連して、村社会で、土木事業に携わった「村老たちJに焦点を合わせる。ただし、新

田開発によって耕地の広がる 17世紀の開発期と、それがピークに達した 18世紀前半以降の停滞

期とでは、認識に何らかの差があるかもしれない30開発期と停滞期の実情を知るために、ここで

は二人の村老をとりあげる。
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彼らの「治水論Jをふまえたうえで、②に関連して、「災害Jとは何かをあえて聞いたい。なぜ

なら、「災害」に相当しうる現象として「洪水」と「水害Jの2つが想定されるものの、両者の意

味はまったく違うからだ4。

洪水・ ・・河川に普段の何十倍から何百倍もの「水が流れるJ自然的現象

水害・・・洪水が発生した時、そこに「人の営みJがかかわる社会的現象

たとえば、 川が氾濫したとしよう。ただ、水が溢れただけであれば「洪水Jでしかない。しか

し、溢れ出た水で、家屋が流されれば「水害Jとなる。つまり、川の氾濫も、人為的影響の有無に

よって、「洪水Jと「水害Jとに区別できるのだ。

すなわち、近世に生きた村老たちの治水論に迫りながら、洪水・水害と村ー社会との関係のあり

ょうを問う。これが小稿の課題である。

1 .開発期一水を米穀のように思う一

村老として、まず注目するのは、加賀藩の篤農家・土屋又三郎 (1642?"-'1719)である。彼は、

宝永4年 (1707)に著した農書『耕稼春秋』において「用水」を論じるなど、治水への関心が高

い。加賀藩の領する加賀・越中 ・能登の 3か国には、どんな川が流れているのか。正徳4年 (1714)

頃、又三郎は、見聞を広めた成果として『加越能山川記』も執筆している5。これらを利用しなが

ら、開発期の治水論をとらえていこう。

加賀国石川郡に広がる金沢平野で暮らして 図1 ため池

いた又三郎は、他領でいえば大庄屋にあたる (出典) W耕稼春秋~ (西尾市岩瀬文庫所蔵)

十村として農政に力を尽くした。新田開発の

状況をみると、彼が活躍した 17世紀後半は

開発が続くものの、そのペースは落ち、もう

すぐピークに達しようとしていた。

〔史料 1J 
(勾配)

田ハ第一用水を本とす、是に依て向倍能

き川より用水を建て、一 ・二里或ハ三里其

水を通し、道々にて小用水を立、村々へ取

て当る用水ハ上也6

百姓は作物が順調に育ち、豊作になること

、を願う。そのために、何をさしおいて重視す

べきもの、それが用水だ。勾配のよい河川|か

ら1・2里あるいは3里も用水路を引き、そ

こから村ーに水を引き入れていくのが上策だと、

又三郎は説く 。現に金沢平野では、新田開発

にともない、犀川|・ 手取川流域には用水路が

網の目のように広がっていった。

用水路のないところでは、ため池が造られ

た。図1を見てみよう。山から流れ落ちる水

が、ため池に集められている。どれくらい田
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に水を引き入れるのか、その分配をめぐって百姓同士の争いが起こることもある。山からの水だ

けでは不足するかもしれない。百姓は雨上がりに、雨でため池の水が増えたのを見計らい、タイ

ミングよく水門を開けて、水田に流れ込む水の量を調整していた。もちろん、用水路やため池が

ないところでは、天水を待つしかない。

表 1 加越能の河川
河川名 国 名 郡名 水源 河口・合流先 延 長

敷地川 加 賀 江沼 大日山 西海 13里余

動橋川 江沼 大日山 潮津潟 8里

梯川 能美 大杉村など 安宅湊

手取川 能美・石川 白山 西海 25里程

犀川 石川|・河北 倉谷村・二俣村 西海 16・17里

浅野川 石川・河北 横谷山など 西海 6 • 7里

森下川 河北 医王山 八回潟 5里余

津幡川 河北 松根谷など 八回潟 4里余

小矢部川 越 中 砺波 刀利村など

千保川 砺波 庄川 小矢部川

庄川 砺波 飛騨国高山 北海 40里程

和田川 射水 山田村 庄川

神通川 新川・婦負 飛騨国高山 越中富山 32里2町

常願寺川 新川 立山 北海 18・19里

加茂宮川 新川 御内陣など 西海 7・8里

早月川 新川 古鹿熊村 西海 8里程

片員川 新川 立山鯨の山 西海 8里余

布施川 新川 笠破村 西海 7里

黒部川 新川 東信州など 西海 17・18里

小)11 新川 蛭屋村 春日村・赤川村

堺川 新川 西海 4里程

近江川尻川 能 登 羽咋 牛首村など

子浦川 羽咋 原村など 千路潟

飯山川 羽咋 越中氷見

二宮川 鹿島 天平山・石動山 問鶴浜

羽喰川 羽咋 千路潟 西海 l里余

神代川尻川 羽咋 仏木村 西海 6里余

富木川 羽咋 河内村 西海 7里余

餌地川 鳳至 馬場村 西海 1里

阿岸川 鳳至 小池村 西海 2里

道下川 鳳至 荒屋村

長井川 鳳至 縄又村・丸山村 北海

輪島川 鳳至 熊野村 北海 4.5里

大川 珠洲・鳳至 当熊村・河内村 西海 7里

飯田川 珠洲 飯田村 東海 2里

鵜河川 鳳至 八田村 東海 3里余

(出典)土屋義休『加越能山川記~ (国立国会図書館No.l39-220)により作成
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〔史料2J
指) (埠)

池塘の通ひ塞し、しからミ堰の破損なとあまねくに心を付用て、水を米穀の如く思ひ、不意

の早にも水の絶きる事を守る7

百姓は、不意の干ばつにも備えておかなければならない。水を米穀のように大切に思い、ため

池の取水管がつまっていないか、水流をせき止めるための柵が破損していなし、かなど、用水すべ

てに気をつけておく必要がある。「水を米穀の如く思び」、ここに又三郎の治水論が集約されてい

よう。つまり、水は稲を育む、利益をもたらす存在というわけだ。

水源として、河川が果たす役割は大きい。表 1には、『加越能山川記』に記されている河川を一

覧にして示した。又三郎が川の長さや河口・合流先だけではなく、何よりも水源について興味を

持っているのがわかるだろう。図1で山から流れ落ちる水が丁寧に描かれているのは、水源を知

っておくべきだという、彼の心情の表れなのかもしれない。

水源から流れゆく、 川の流れにも注意を払ってみよう。図2には、城下町金沢において、年頭

の挨拶のため、上級武士が登城している場面が描かれている。武士団一行が渡っているのが犀川

大橋、その下には犀川|が流れている。表1によれば、犀川は倉谷村ー・ 二俣村を水源と し、西海(日

本海)を河口とする、延長 16・17里の河川である。

この川|は勾配がよいので、水流も速い。だから、用水路を号|し、ても、田の隅々にまで、水が届き

やすい。ところが、流れが早いということは、

水圧が強くなるという欠点もある。図2の橋

脚あたりに、幾重にも波が立っていることが、

そのことを裏づけていよう。そこで蛇鰭を並

べ、少しでも水圧を抑えることで、川の氾濫

を防いだ。

〔史料3J

此水難ハ御奉行・水下の村ー々少し破損の
(え)

時、早く修理を加へ、其上御上より御普請
(ば) (免れる)

を入られけれハ、人力にてまぬかれる物也、

尤水戸より込水ハ、人力の及はぬ所也8

ハ|の氾濫は、堤などが少し破損した段階で、

奉行や村々がすばやく修理し、そのうえで領

主が普請に着手すれば、人力でなんとか防げ

る。それでも、水門から水が入り込んでしま

えば、ヒトの力ではどうしようもない。

十村として、約 30年間も農政の第一線で

キャリアを積んだ経験から、又三郎は川端の

危険性についても警告する。村の立地には、

里と川端がある。里は安心して暮らせるもの

の、 川|端はそうではない。なぜなら、 川が増

水した時、村A人たちは総出で、防水せざるをえ

図2 犀川大橋 (出典)前掲『耕稼春秋』
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ず、目に見えて危険だからだ。水が溢れ出てしまえば、家屋や田地が流失するなど被害も大きい。

そのような危険'性を知っているにもかかわらず、水便が良いという理由で、百姓は川端で暮らそ

うとする。続けて、十村の心構えとして、こう諭した。

〔史料4)

去穴川端、里中より損多き事豊明也、其外川除御普請等入、百姓難儀の事口伝有、川端宜
{多足)

敷事少あれ共、納所のたそくに成事ハ多なし、十村兼々能心得へき物也9

川端の村の損害が多いのは明白なこと。そのほかに堤普請などで、百姓が苦労しているとの口

伝えもある。川端で暮して良いことも少しはあるが、年貢を納めるにあたり、メリットが特段に

多いわけでもない。十村は、常々この点を心得ておくべきだ、と。

又三郎は、『耕稼春秋』を完成させて 12年後の、享保4年 (1719)に死去する。その後、回を

養うための用水はどうなったのか。加賀藩では新田開発は停滞期を迎え、 18世紀中期までは、な

んとか藩が主導しながら用水は管理されていた。ところが、藩財政が悪化していったことから、

それ以降の管理は地域に委ねられた。こうして、十村を中心とした住民が、基本的に普請費用を

自己負担することになる10。

用水は稲を育てることから、百姓にとっては利益をもたらす存在のはずである。しかし、その

用水を維持すること自体が、かえって地域住民にとって重荷となったといえよう。

2.停滞期一国家安全の業ー

村老として、次に注目するのは、東海道川崎宿の名主を務めた田中丘隅(1662----1729)である。

丘隅も治水への関心が高く、『治水要方J1W治民策』などの著作がある。ここでは、享保6年 (1721)
に彼が著し、江戸幕府8代将軍・徳川吉宗に献上された『民間省要』から、停滞期の治水論をみ

ていきたい。

将軍吉宗といえば、享保の改革を主導したことで有名である。改革が推し進められた 18世紀

前半には、新田開発はピークに達し、新たな開墾地は限られていた。停滞していた新田開発をど

う打開するのか。そのためには、旧来からの政治路線に引きずられない積極策を講じる必要があ

る。そこでキャリア偏重ではなく、有能であれば出自に関係なく登用され、開発の最前線に立つ

ことになった。たとえば、登用された人物としては、大岡忠相や井沢弥惣兵衛の名をあげること

ができょう 110

では、停滞期に用水はどうなったのか。『民間省要』によれば、 E隅はこのように困惑している。

近年、諸国の団地へ引き込む用水路やため池において、ところどころで異変が生じている。いつ

の間にか、田に水が届かず、堤が築かれていても早損となり、あるいは水損を受ける場所も多い。

もちろん、自然現象の影響が多少はあるかもしれない。しかし、丘隅は、その根本的な原因をこ

う話す。

〔史料5)

近年官ハ、上の議定事の当然の急成御用をのミ先にして、外事は延し、下も又村々其数多中

に、己レ広一分の事ならね倍強く力を喝ス者なく、上下いつしか用水の事疎く成行事(荏)是

非なけれ12

近年、役人は領主が関心を持つ急用のみ優先し、それ以外は先延ばしにしている。他方で、村々

ー31-


















